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全
国
市
議
会
議

長
会
は
、
来
る
5

月
20
日
、
東
京

国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム

で
第
１
０
１
回
定

期
総
会
を
開
催
す

る
。
総
会
で
は
、

新
会
長
の
選
任
を

は
じ
め
、
副
会
長

以
下
の
役
員
選

任
、
相
談
役
の
委

嘱
が
行
わ
れ
る
ほ

か
、
正
副
議
長・議
員
の
永
年

勤
続
者
へ
の
表
彰
状
の
贈
呈
、

前
役
員
へ
の
感
謝
状
の
贈
呈

な
ど
が
行
わ
れ
る
。

会
議
で
は
こ
の
ほ
か
、
一

般
事
務
と
会
計
並
び
に
そ
の

他
の
報
告
、
地
方
行
政
委
員

会
な
ど
本
会
8
委
員
会
の
令

和
6
年
度
活
動
報
告
の
の

ち
、
会
長
提
出
議
案
と
９
つ

の
地
方
部
会
か
ら
提
出
さ
れ

た
議
案
を
審
議
す
る
。

定
期
総
会
の
閉
会
後
は
、

各
委
員
会
合
同
会
議
を
開
催

し
、
正
副
委
員
長
の
選
任
を

行
う
予
定
と
し
て
い
る
。

全
国
9
つ
の
地
方
市
議
会

議
長
会
は
、
4
月

15
日
に
開
催
さ
れ

る
北
信
越
市
議
会

議
長
会
を
皮
切
り

に
定
期
総
会
を
開

催
す
る
（
下
掲
）。

各
議
長
会
定
期

総
会
で
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
市
議
会
議

長
会
に
お
け
る
新

会
長
を
選
出
す
る

東京国際フォーラム5月2 0日
本会定期総会開催へ本会定期総会開催へ

と
と
も
に
、
本
会
定
期
総
会

に
提
出
す
る
要
望
議
案
な
ど

の
審
議
が
行
わ
れ
る
。

地
方
議
長
会
総
会

4
月
15
日
か
ら

部 会 開催日 開催市
（開催場所）

北海道 4 月 23 日 （水） 札幌市
（美唄市）

東　北 4 月 24 日 （木） 秋田市
北信越 4 月 15 日 （火） 長岡市

関　東 4 月 17 日 （木） 那須塩原市
（那須町）

東　海 4 月 17 日 （木） 豊田市

近　畿 4 月 17 日 （木） 京田辺市
（京都市）

中　国 4 月 23 日 （水） 呉市
四　国 4 月 23 日 （水） 徳島市
九　州 4 月 24 日 （木） 大分市

正副会長会議の模様（神戸市）

本
会
は
4
月
4
日
、
神
戸

市
で
正
副
会
長
会
議
を
開
催

し
、
来
る
5
月
19
日
に
開
催

さ
れ
る
第
２
４
４
回
部
会
長

会
議
、
第
２
４
０
回
理
事
会

及
び
同
20
日
に
開
催
の
第

１
０
１
回
定
期
総
会
の
運
営

な
ど
に
つ
い
て
協
議
し
た
。

坊
恭
寿
会
長
（
神
戸
市
）

の
あ
い
さ
つ
に
続
き
、
久
元

喜
造
神
戸
市
長
が
同
市
来
訪

に
歓
迎
の
意
を
表
し
た
。

協
議
で
は
、
▽
多
様
な
人

材
の
市
議
会
へ
の
参
画
促
進

及
び
地
方
議
会
の
権
能
強
化

▽
地
方
税
財
源
の
充
実
確
保

及
び
地
方
創
生
・
地
方
分
権

の
推
進
に
関
す
る
決
議
―
な

ど
の
決
議
案
を
了
承
し
た
。

ま
た
「
都
市
問
題
に
関
す

る
特
別
委
員
会
」
に
お
け
る

令
和
８
年
度
調
査
研
究
テ
ー

マ
案
に
つ
い
て
は
「
上
下
水

道
の
老
朽
化
・
防
災
対
策
」

と
し
て
提
出
す
る
こ
と
を
了

承
し
た
。

こ
の
ほ
か
会
議
で
は
、
本

会
に
お
け
る
主
権
者
教
育
の

取
組
を
は
じ
め
、
最
近
の
動

き
等
に
つ
い
て
説
明
し
た
。

本
会
で
は
、
令
和
5
年
の

地
方
自
治
法
の
改
正
に
よ

り
、
地
方
議
会
の
役
割
及
び

議
員
の
職
務
等
の
明
確
化
が

図
ら
れ
た
こ
と
を
契
機
と
し

て
、
議
会
が
主
体
と
な
っ
て

行
う
主
権
者
教
育
に
取
り
組

正副会長会議正副会長会議
神戸市神戸市

都
市
問
題
特
別
委
テ
ー
マ
案

上
下
水
道
の
老
朽
化・防
災
対
策

運
営
を
了
承

第
２
４
４
回
部
会
長
会
議

理

事

会

第
２
４
０
回

ん
で
い
る
。
昨
年
6
月
に

は
、
地
域
の
将
来
の
地
方
自

治
を
担
う
子
ど
も
た
ち
に
対

す
る
「
出
前
授
業
」
や
「
模

擬
議
会
」
な
ど
の
好
事
例
を

掲
載
し
た
「
主
権
者
教
育
事

例
集
」
を
発
行
。
さ
ら
に
本

年
3
月
14
日
に
は
、
少
年
漫

画
誌
や
テ
レ
ビ
ア
ニ
メ
な
ど

で
人
気
の
作
品
「
葬
送
の
フ

リ
ー
レ
ン
」
を
採
用
し
た
主

権
者
教
育
用
（
小・中
学
生
用

及
び
高
校
生・大
学
生
用
の
2

種
類
）
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を

本
会
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載

し
た 

。

こ
れ
ら
の
取
組
に
対
し
、

各
議
会
か
ら
は
「
子
ど
も
た

ち
が
議
会
訪
問
な
ど
で
訪
れ

た
際
に
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
現

物
を
配
り
た
い
」
と
の
意
見

が
寄
せ
ら
れ
る
な
ど
好
評
を

博
し
て
お
り
、
今
後
リ
ー
フ

レ
ッ
ト
の
有
償
配
布
を
予
定

し
て
い
る
。

ま
た
、
特
設
サ
イ
ト
「
あ

な
た
と
議
会
」
で
は
、
地
方

議
会
の
豆
知
識
を
紹
介
す
る

コ
ー
ナ
ー
や
地
方
議
会
に
関

す
る
ク
イ
ズ
に
挑
戦
で
き
る

地
方
議
会
検
定
な
ど
を
公
開

し
て
い
る 

。
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令
和
7
年
4
月
1
日
　
官
報
法
施
行

官
報
電
子
版
が
正
本
に

「
官
報
」
は
、
こ
れ
ま
で

発
行
に
関
す
る
法
律
は
存
在

し
な
か
っ
た
が
、
国
の
法
令

や
公
示
事
項
を
掲
載
し
、
国

民
に
周
知
す
る
た
め
の
「
国

の
公
報
」
と
し
て
、
明
治
16

年
の
創
刊
以
来
、
紙
の
印
刷

物
と
し
て
発
行
さ
れ
て
き
た
。

こ
う
し
た
中
、
令
和
４
年

12
月
に
デ
ジ
タ
ル
臨
時
行

政
調
査
会
が
決
定
し
た
「
官

報
電
子
化
」
の
方
針
に
基
づ

き
、
内
閣
府
に
設
置
さ
れ
た

官
報
電
子
化
検
討
会
議
で「
官

報
の
発
行
に
関
す
る
新
法
に

よ
っ
て
電
子
官
報
を
官
報
の

正
本
と
し
て
位
置
付
け
る
改

革
」
の
検
討
が
な
さ
れ
、
こ

れ
を
受
け
て
令
和
5
年
12
月

13
日
に
「
官
報
の
発
行
に
関

す
る
法
律（
以
下「
官
報
法
」）」

が
公
布
さ
れ
、
令
和
7
年
4

月
1
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。

官
報
法
の
施
行
に
よ
り
、従

来
の
紙
の
官
報
は
、国
立
印
刷

局
本
局
等
で
の
掲
示
や
全
国

の
官
報
販
売
所
で
の
販
売
を

通
じ
て
一
般
国
民
が
閲
覧
し
、

ま
た
は
入
手
す
る
こ
と
が
で

き
る
状
態
に
置
か
れ
る
こ
と

を
も
っ
て
発
行
さ
れ
て
き
た

が
、
法
施
行
日
以
後
は
、
官
報

発
行
サ
イ
ト
に
掲
載
さ
れ
る

こ
と
を
も
っ
て
発
行
さ
れ
、同

サ
イ
ト
に
掲
載
さ
れ
る
電
子

デ
ー
タ
が
官
報
の
正
本
と
し

て
位
置
付
け
ら
れ
た
。

電
子
版
官
報
は
、
発
行
か

ら
原
則
90
日
間
は
同
サ
イ
ト

か
ら
官
報
全
体
を
閲
覧
・
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
が
可

能
で
、
90
日
経
過
後
も
永
続

的
に
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
確
保

に
配
慮
す
べ
き
事
項
を
除
い

た
官
報
掲
載
記
事
を
同
サ
イ

ト
か
ら
閲
覧
・
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

内
閣
府
で
は
、
官
報
の
電

子
化
に
伴
う
措
置
に
つ
い
て

官
報
の
発
行
方
法
な
ど
４
つ

の
ポ
イ
ン
ト
を
取
り
ま
と
め

て
い
る
（ 

内
閣
府
「
官

報
の
電
子
化
に
つ
い
て
」）。

内
閣
府
・
総
務
省
は
官
報

法
の
施
行
に
当
た
っ
て
、
地

方
議
会
に
お
け
る
官
報
の
取

扱
い
等
に
つ
い
て
、
各
都
道

府
県
市
区
町
村
担
当
部
長
、

各
指
定
都
市
議
会
事
務
局
長

宛
等
に
通
知
し
た
（
令
和
7

年
3
月
25
日
、
内
閣
府
大
臣

官
房
総
務
課
長
・
総
務
省
自

治
行
政
局
行
政
課
長
発
出
）。

こ
れ
に
よ
る
と
、
官
報
の

取
扱
い
は
、
地
方
自
治
法
第

１
０
０
条
第
17
項
に
基
づ
く

地
方
議
会
へ
の
官
報
の
「
送

付
」、
同
条
第
19
項
に
基
づ
く

議
会
に
よ
る
官
報
の
「
保
管
」

に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
規
定
さ

れ
て
い
る
が
、官
報
法
の
施
行

に
よ
り
、
官
報
は
内
閣
府
の

官
報
発
行
サ
イ
ト
に
掲
載
す

る
こ
と
を
も
っ
て
発
行
さ
れ

る
こ
と
や
、
発
行
か
ら
原
則

90
日
間
、
同
サ
イ
ト
か
ら
閲

覧・ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
が
可
能
と

な
る
こ
と
な
ど
を
通
知
。そ
の

上
で
、
各
議
会
に
お
い
て
は
、

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
接
続
で
き

る
端
末
を
備
え
置
く
な
ど
、官

官
報
の
取
扱
い

地
方
議
会
に
お
け
る

報
発
行
サ
イ
ト
へ
の
ア
ク
セ

ス
が
可
能
な
環
境
を
確
保
す

る
こ
と
で
、
官
報
の
閲
覧・ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
を
可
能
と
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

こ
の
ほ
か
、90
日
の
公
開
期

間
終
了
後
、プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の

確
保
に
配
慮
す
べ
き
事
項
を

含
む
官
報
が
必
要
な
場
合
の

手
続
や
、希
望
に
応
じ
て
手
数

料
を
徴
収
し
て
官
報
に
掲
載

さ
れ
た
情
報
を
記
載
し
た
書

面
等
の
提
供
、定
期
送
付
を
希

望
す
る
場
合
の
手
続
等
に
つ

い
て
案
内
し
て
い
る
。

令和7年4月1日令和7年3月31日

官報法施行後の官報の位置付け

電子版の官報紙版の官報

官
報
電
子
化
の
ポ
イ
ン
ト

官
報
電
子
化
の
ポ
イ
ン
ト

ポイント１		 官報の発行方法
ポイント２		 インターネットを利用でき

ない方のための措置
①掲示場等に赴いて閲覧す
る方法
②官報サービスセンターを
通じて書面の交付を受け
る方法

ポイント３		 通信障害等によって官報を
発行できない場合の措置

ポイント４		 プライバシーの確保への配慮

 トップページ > 議会改革の取組 > iJAMP 市議会最前線

市議会が進める独自の取組を毎月紹介する時事
通信社 iJAMP「市議会最前線」。4月は長野県駒ヶ
根市議会が取り組む「長野県駒ヶ根市議会の議会
改革」を紹介しています。

本記事は、本会ウェブサイト「議会改革の取組」
でご覧になれます。

iJAMP 「市議会最前線」 / 長野県駒ヶ根市

正本

https://www.kanpo.go.jp発行サイト

令
和
７
年
度

政
府
予
算
が
３

月
31
日
、
衆
議

院
本
会
議
で
の

同
意
を
も
っ
て

成
立
し
た
。
一

般
会
計
総
額
は

１
１
５
兆
１
９

７
８
億
円
で
、

政
府
予
算
案
か

ら
３
４
３
７
億

円
の
減
額
と

な
っ
た
。

地
方
側
の
大
き
な
焦
点
と

な
っ
て
い
た
「
１
０
３
万
円

の
壁
」
見
直
し
に
つ
い
て
は
、

個
人
所
得
課
税
の
基
礎
控
除

額
が
引
き
上
げ
ら
れ
、
課
税

最
低
額
が
１
６
０
万
円
と

な
っ
た
（
政
府
予
算
案
で
は

１
２
３
万
円
）。こ
れ
に
伴
う

所
得
税
収
の
法
定
率
分
の
減

に
よ
り
、
地
方
交
付
税
交
付

金
等
は
政
府
予
算
案
か
ら
２

０
５
６
億
円
減
の
18
兆
８
７

２
８
億
円
と
な
っ
た
。

な
お
、
出
口
ベ
ー
ス
の
地

方
交
付
税
交
付
金
等
に
つ
い

て
は
、
交
付
税
特
別
会
計
の

借
入
金
償
還
額
を
２
０
５
６

億
円
減
額
す
る
こ
と
に
よ
り
、

政
府
予
算
案
の
18
兆
９
５
７

４
億
円
か
ら
減
額
さ
れ
な
い
。

交付金減　借入金償還額減で対応交付金減　借入金償還額減で対応
令和７年度予算が成立令和７年度予算が成立

https://www.cao.go.jp/others/soumu/kanpo/about/kanpo_about.html
https://www.cao.go.jp/others/soumu/kanpo/about/kanpo_about.html
https://www.cao.go.jp/others/soumu/kanpo/about/kanpo_about.html
https://www.si-gichokai.jp/toppage/bn_r/gkaikaku/1203551_2455.html
https://www.si-gichokai.jp/
https://www.si-gichokai.jp/toppage/bn_r/gkaikaku/index.html
https://www.si-gichokai.jp/toppage/bn_r/gkaikaku/1203551_2455.html
https://www.kanpo.go.jp
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▼
議
長

▽
菊
川 
赤
堀　
博（
2・3
）

▽
高
島 

河
越
安
実
治（
2・19
）

▽
日
南 

北
川
浩
一
郎（
2・27
）

▽
赤
平 

伊
藤
新
一（
3・18
）

▽
高
崎 

根
岸
赴
夫（
3・18
）

▽
輪
島 

大
宮　
正（
3・19
）

▽
野
々
市 

安
原　
透（
3・19
）

▽
甲
州 

葊
瀬
明
弘（
3・21
）

▽
川
口 

古
川
九
一（
3・25
）

▽
富
士 

笠
井　
浩（
3・25
）

▽
洲
本　
木
戸
隆
一
郎（
3・25
）

▽
中
津 

林　
秀
明（
3・25
）

▽
徳
島 

黒
田
達
哉（
3・31
）

▽
札
幌 

長
内
直
也（
4・2
）

▼
副
議
長

▽
菊
川 

小
林
博
文（
2・3
）

▽
高
島 

藤
田　
昭（
2・19
）

▽
十
和
田 

山
端　
博（
2・25
）

▽
日
南 

川
口
和
也（
2・27
）

▽
赤
平 

木
村　
恵（
3・18
）

▽
高
崎 

後
藤　
彰（
3・18
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令和７年度 「法務能力向上のための特別実務セミナー」の開催 地方自治研究機構
一般財団法人

Research Institute for Local Government 

～苦手な法務もこれで解決！変化に即応できる自治体職員・議員のための短期集中セミナー～
全国的に共通性のある政策法務に焦点を当て、そのポイントを解説する「法務特別セミナー」を全国５か所で、ま

た、各地域の課題解決に役立つ政策法務に焦点を当て、個別の条例や判例を分かりやすく解説する「法務実務研究
セミナー」を全国６か所で開催します。

自治体法務に精通した講師による、市区町村の職員、議員の皆様の法務能力の向上に役立つ実践的な講義内容と
なっていますので、是非ご参加ください。
日程及び会場
<法務特別セミナー>  10時～16時45分
令和７年
•７月８日（火）～ ７月９日（水）

東京都千代田区：全国町村会館 ※
•７月29日（火）～ ７月30日（水）

京都市：京都ガーデンパレス
•８月27日（水）～ ８月28日（木）

松山市：愛媛県中予地方局庁舎
•11月11日（火）～ 11月12日（水）

さいたま市：全電通埼玉会館 ※
•11月18日（火）～ 11月19日（水）

兵庫県芦屋市本庁舎東館
※東京及びさいたま開催は、オンライン配信 
（ライブ配信及び見逃し配信）あり。

<法務実務研究セミナー > 　10時～ 16時45分
令和７年
•７月15日（火）～ ７月16日（水）

盛岡市：コミュニケーションギャラリーリリオ
•10月８日（水）～ 10月９日（木）

札幌市：TKP札幌ビジネスセンター赤レンガ前
•10月15日（水）～ 10月16日（木）

宮崎市：宮崎県庁防災庁舎

•10月22日（水）～ 10月23日（木）
佐賀市：佐賀県庁新館
•12月９日（火）～ 12月10日（水）

松江市：島根県自治研修所
令和８年
•１月20日（火）～ １月21日（水）

さいたま市：全電通埼玉会館 ※
※さいたま開催は、オンライン配信 
（ライブ配信及び見逃し配信）あり。

受講料（教材費・税込）
賛助会員  ２,０００円　　非賛助会員  ４,０００円

お申込専用フォーム
https://krs.bz/rilg/m/rilg_seminar

問合せ先
一般財団法人 地方自治研究機構　研修部
電　話 03-5148-0662
E-mail koshu@rilg.or.jp

その他
詳細は、地方自治研究機構のホームページを御参照
ください。
http://www.rilg.or.jp/htdocs/index.html 

開催日
2025 年 5 月 12 日 ㈪、13 日 ㈫、14 日 ㈬  

当日の概要
〇 会場内説明会（所要 30 分程度）

各日 5 回、「EXPO サロン」において開催
（① 9:30~10:00、② 10:30~11:00、③ 11:30~12:00、④ 12:30~13:00、⑤ 13:30~14:00）
博覧会協会幹部より、万博の概要や、地域における活用事例等についてご説明

〇 日本館等、他パビリオン視察
〇 その他、パビリオンやイベントも一般来場者の方と同様にご体験
自治体向け研修チケット価格

お一人様 1,500 円
　※別途、万博入場チケットが必要となりますので、各自でご準備ください。

チケット申込先
チケット申込 URL：自治体研修チケット申込サイト（JTB-BOKUN）
　※万博会場チケットの来場日時予約と同一日で予約してください。

問い合わせ先
事務局名：EXPO2025 サービス付チケット事務局
営業時間：平日 10:00 ～ 17:30    休み：土日祝日、GW は休業
メール：expo2025servicet@jtb.com（※メールの件名に「万博・自治体向け研修 問合せ」と入れてお送りください。）

2025 年日本国際博覧会協会では、大阪・関西万博開催の効果を日本全国に波及していくため、都道府県・市区町村
の議員や職員といった自治体の皆様を対象に、会場において、地域における万博の活用等に関する研修を開催いたします。

本研修では、会場内で説明会を開催するとともに、パビリオンやイベント等をご覧いただき、万博の意義や魅力を実
際に体験していただくことを予定しております。

本研修が大阪・関西万博を更なる地域経済活性化に向けご活用いただくためのアイディア創出の一助になりますと 
幸甚です。

20252025年 日本国際博覧会 年 日本国際博覧会 自治体向け研修のご案内自治体向け研修のご案内 公益社団法人
２０２５年日本国際博覧会協会

自治体研修チケット
申込サイト（JTB-BOKUN）

https://krs.bz/rilg/m/rilg_seminar
http://www.rilg.or.jp/htdocs/index.html
https://widgets.bokun.io/online-sales/a53d8413-ebb0-4678-96b5-fa56dfb06b30/experience/996760
mailto:expo2025servicet%40jtb.com?subject=%E4%B8%87%E5%8D%9A%E3%83%BB%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BD%93%E5%90%91%E3%81%91%E7%A0%94%E4%BF%AE%20%E5%95%8F%E5%90%88%E3%81%9B
https://widgets.bokun.io/online-sales/a53d8413-ebb0-4678-96b5-fa56dfb06b30/experience/996760
https://widgets.bokun.io/online-sales/a53d8413-ebb0-4678-96b5-fa56dfb06b30/experience/996760

